
公益社団法人 日本ボクシング連盟 令和 7年度 第 7回理事会議事録 

 

１ 招集通知年月日   令和 8年 3月 18 日（水） 

２ 開催年月日及び時刻 令和 8年 3月 26 日（木） 20 時 00 分～21時 20 分 

３ 開催場所      オンライン会議システム zoom を用いたリモート形式 

４ 出席・資格確認   理事 18 名中 

出席 15 名 

仲間達也 杉崎正明 井崎洋志 林田豊 大政邦弘  

岩崎友基子 小山田裕二 金子浩美 鬼頭茉衣 須佐勝明  

鈴木遥香 廣澤倫明 細野光史 本博国 安川浩樹 

欠席 3 名 

木村吏 関口孝 高橋藍 

 

議決権数 18 個中 15 個 

 

監事 3 名中 

出席 2 名 

高橋直子 森悦男 

            欠席 1 名 

             鬼柳忠彦  

 

オブザーバー3名 

（顧問）浦田 功 （事務局長代行）原 光二 （事務局）及川雄太 

 

開会 （20 時 00 分） 

定款第 34条第 4項に則り、林田豊専務理事代行が議長となった。議長はテレビ会議用アプリケーション zoom

を使用して Web 出席を行っている理事及び監事、オブザーバーの回線が正常に稼働していることを相互に確認

し、本理事会は適法に成立した旨を宣した。 

次いで定款 38条 2項により仲間達也会長、高橋直子監事及び森悦男監事が署名人となることが報告された。

書記には安川浩樹理事及び鈴木遥香理事が指名され、審議・決議事項に入った。 

 

５ 目的事項 

（１） 審議・決議事項   

１．役員選考委員と推薦書類の送付について 

仲間達也会長より、次期理事候補者の推薦について、全国バランスを考慮した配置とするとともに、ガバナ

ンスコードに沿った理事会構成とする必要がある旨の説明がなされた。また、外部理事及び女性理事の割合に

ついても基準を満たすようにしたいとの方針が示された。選考委員会委員の案が共有され、コンプライアンス

委員会で審議のうえ理事会承認（書面決議を予定）により決定することが説明された。 

 

２．役員選考資料について（送付文、推薦書、自己推薦書） 

原光二事務局長代行より、理事候補者推薦に関する通知の発出について説明があった。また、仲間達也会長

より、女性理事の推薦を含め、若干名の推薦を依頼する旨が示された。 

 



   賛成（全会一致） 

 

３．競技規則改正について 

林田豊専務理事代行より、昨年 8月の改定後、医事委員会からの提案等を踏まえ、再度改正を行う旨の説明

があった。また、審判規程との整合性を図る観点からの変更箇所について説明がなされた。  

 

賛成（全会一致） 

 

４．審判規程改正について 

 林田豊専務理事代行より、これまで複数存在していた審判部規則及び派遣規程等を一本化し、審判規程とし

て整理した旨の説明がなされた。 

 

賛成（全会一致） 

 

５．審判執行部規程について 

 林田豊専務理事代行より、上記改正に伴い、執行部の規程を新たに作成し、執行部 12名の役割及び権限を明

記した旨の説明がなされた。 

その後、杉崎正明副会長より、専門部専門委員会規則との整合性について指摘があり、審判部長の選任に関

する規定と、実際の運用との不一致について修正が必要である旨の意見が出された。また、執行部の選任にお

いて権限が集中することを避けるため、副部長も含めるべきとの意見が出された。 

これらを踏まえ、本件該当箇所については一度差し戻しとし、修正後、書面決議により対応する。 

 

   賛成（全会一致）＊指摘箇所以外 

 

６．福岡県連盟の事案について 

杉崎正明副会長より、福岡県連盟と復興する会の 2団体間において対立があり、正会員を選任できていない

状況について説明がなされた。 

その後、浦田功弁護士より、6月総会において正当な代表者が選任されていない場合、総会の成立に瑕疵が生

じる可能性があるため、6月までに適正な代表者の選任が必要である旨の補足説明があった。そのため、裁判所

での議論の場を設定する方向で書類を作成したことが報告された。 

杉崎正明副会長より、本件について倫理資格委員会に一任する提案がなされた。 

 

賛成（全会一致） 

 

７．WB ブラジル大会派遣選手案について 

須佐勝明理事より、派遣予定者の説明がなされた。 

 

賛成（全会一致） 

 

８．第２０回アジア競技大会日本代表内定選手について 

須佐勝明理事より、派遣予定者の説明がなされた。女子 75kg 級については、現在開催中のアジアボクシング

選手権大会の結果を踏まえて判断することとした。役員については、内示後に決定することとした。 

 






